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宮崎県建設キャリアアップシステム活用モデル工事 

 

Ｑ＆Ａ 

 

Ｑ１ 活用モデル工事を取り組む目的は何か 

 

Ａ１ 建設キャリアアップシステム（以下「ＣＣＵＳ」）は、建設技能者の処遇

改善を推進するために構築されたシステムであり、技能者の資格や現場で

の就業履歴等を登録・蓄積し、技能・経験が客観的に評価され、技能者の適

切な処遇に繋げることを目的としております。 

   活用モデル工事は、このＣＣＵＳの利用を促進するために導入しており

ます。 

 

Ｑ２ 活用モデル工事には、どのような工事が対象となるのか 

 

Ａ２ 義務化モデル工事と活用推奨モデル工事の２種類を運用しており、それ

ぞれの対象工事は以下のとおりです。 

   ・義務化モデル工事：ＷＴＯ対象工事などの大規模な建設工事のうち、発 

注機関が必要と認めた工事 

   ・活用推奨モデル工事：県土整備部が発注する建設工事のうち、CCUS 義

務化モデル工事を除くすべての工事 

   いずれの工事も特記仕様書にて対象工事であることを明示しております。 

 

Ｑ３ 計測日において、工期の始期から半年後を初回とし、以降３月に１回の

頻度で設定するとあるが、例えば、工期が８か月の工事は、計測が１回で

良いのか 

 

Ａ３ 工期が８か月の工事の計測日は、工期の始期から半年後の初回のみとな

ります。 

 

Ｑ４ 各指標の達成状況の算出方法について詳しく教えて欲しい 

 

Ａ４ 各指標の達成状況については、計測日（受発注間で協議し決定）における

状況を確認するものであり、指標毎の算出方法は以下のとおりです。 

 



    
●平均登録事業者率 登録事業者率の計測日における登録事業者率の平均値

工事の
始期

計測日
（初回）

計測日
（２回）

計測日
（３回）

完成

３か月 ３か月

下請企業Ａ 登録済

下請企業Ｂ 登録済

下請企業Ｃ 登録済

下請企業Ｄ 登録済

下請企業Ｅ 未登録

下請企業Ｆ 未登録

３社／５社 ４社／４社 ４社／５社
=60.0% =100.0% =80.0%

平均登録事業者率＝ (60.0+100.0+80.0)/3 =80.0%

●平均登録技能者率 登録技能者率の計測日における登録技能者率の平均値
工事の
始期

計測日
（初回）

計測日
（２回）

計測日
（３回）

完成

３か月 ３か月

技能者Ａ 登録済

技能者Ｂ 登録済

技能者Ｃ 登録済

技能者Ｄ 登録済 休み

技能者Ｅ 未登録

技能者Ｆ 未登録

３人／５人 ４人／４人 ４人／５人
=60.0% =100.0% =80.0%

平均登録技能者率＝ (60.0+100.0+80.0)/3 =80.0%
※技能者Ｄは、計測日３回目に現場入場はなかったが、下請け工期内であるため、カウントする。

●平均就業履歴蓄積率 就業履歴蓄積率の計測日における就業履歴蓄積率の平均値
工事の
始期

計測日
（初回）

計測日
（２回）

計測日
（３回）

完成

３か月 ３か月

技能者Ａ 登録済

技能者Ｂ 登録済

技能者Ｃ 登録済

技能者Ｄ 登録済 休み

技能者Ｅ 未登録

技能者Ｆ 未登録

３人／５人 4人／4人 3人／4人
=60.0% =100.0% =75.0%

平均登録技能者率＝ (60.0+100.0+75.0)/3 =78.3%
※技能者Ｄは、計測日３回目に現場入場はなかったため、カウントしない。

概ね半年

概ね半年

概ね半年



Ｑ５ 未達成項目の報告について様式はありますか 

 

Ａ５ 様式は定めておりませんので任意の様式にて報告をお願いします。 

 

Ｑ６ カードリーダーの設置や登録技能者がタッチする費用は、設計変更に

て計上してもらえるのでしょうか 

 

Ａ６ 最終の設計変更時に支出実績に基づき、現場管理費として計上します。こ

の際、これらの費用は共通仮設費、現場管理費、一般管理費等率の対象外と

なります。 

 

Ｑ７ 施工体制評価型総合評価落札方式（簡易型・特別簡易型）における、企

業の取組※オプション項目が設定されている場合、建設キャリアアップシ

ステム（CCUS）の取組はどのような場合に評価されるのか 

 

Ａ７ CCUS の事業者情報登録を行い、現場 ID を登録したカードリーダーを現場

に設置した場合に評価されます。 

   なお、不履行があった場合は、当該年度及びその次年度の間、公共三部が

総合評価落札方式で発注する全ての工事において「企業の取組」の項目の評

価は２点とし、その間、CCUS の取組は評価しません。 

    

Ｑ８ 活用モデル工事を実施した場合、工事成績評定で評価されるのか 

 

Ａ８ 義務化モデル工事については、最低基準及び目標基準の達成状況に応じ

て、評価されます。 

   活用推奨モデル工事については、目標基準の達成状況に応じて、評価され

ます。 

ただし、施工体制評価型総合評価落札方式（簡易型・特別簡易型）におけ

る企業の取組※オプション項目が設定されている場合は、工事成績評定の対

象外です。 

    

Ｑ９ 計測日は受発注者協議により、工事の始期から半年後を初回とする、と 

なっておりますが、工期が６か月に満たない工事は、どうすればいいでし 

ょうか。 

 

 



Ａ９ 工期が６か月に満たない場合は、受発注者協議により、任意で計測日を設

定してください。 

 

 


